






「遠隔教育の推進に向けた施策方針」のポイント
※ 「遠隔教育の推進に向けたタスクフォース」（主査：丹羽文部科学副大臣）として、遠隔教育を効果的に活用した教育の質の向上を図るため策定。

１．遠隔教育の基本的な考え方
小規模校等における教育活動の充実や、外部人材の活用や幅広い科目の開設などにおいて、重要な意義。
不登校児童生徒や病気療養児など、通学して教育を受けることが困難な児童生徒にとって、学習機会の確保の観点から重要。

２．制度の整備等 ３．全国的な普及に向けた取組

一人一人に応じた学習機会を提供する観点から、遠隔教育が効果を発揮しやすい学習場面や目的・活動例等を類
型化（別紙）し、教育関係者の理解を深めていく。

１)小・中学校段階の病気療養児に対する遠隔教育

２)不登校児童生徒に対する遠隔教育

３)遠隔ｼｽﾃﾑを活用し免許外教科担任の支援を促進

遠隔授業の事例や指導の際のポイント、環境構築の在り方など
についてまとめた「遠隔学習導入ガイドブック」を改定し、全国の
教育委員会における活用を促進。

優れた遠隔授業の事例を創出する実証研究（「遠隔教育シ
ステム導入実証研究事業」、「高等学校における次世代の学習
ニーズを踏まえた指導の充実事業」）を推進。

新たに開催する「遠隔教育フォーラム」（年度内に複数個所）
や各種会議等において、優れた取組例や課題の解決例を積極
的に周知し、全国における取組を促進。その際、教育委員会だ
けではなく自治体全体に理解が深まるよう、「全国ＩＣＴ教育
長協議会」と連携し、更に広報活動を推進。

教育における先端技術の導入に向けた実証研究を関係省庁と
連携して実施するため、新規事業を３１年度概算要求に計上。

受信側において、学校と保護者が連携・協力し、
児童生徒の体調管理や緊急時に適切な対応を
行うことができる体制を整えるなどの要件を満たす
場合、指導要録上出席扱いとし、学習成果を
評価に反映することができるよう制度改正

指導要録上出席扱いとする現行制度の活用実
績の分析を踏まえ、活用のための留意事項を学
校関係者に周知を図り、全国における制度の活
用を一層促進。

やむを得ず免許外教科担任が授業を担任する
場合、免許状を保有する高い指導力を有する
教師等が遠隔システムを活用し授業に参画す
ることで、授業の質を高めるとともに当該免許外
教科担任の資質能力の向上を図る。

遠隔教育に係る施策を総合的・継続的に推進



遠隔授業の類型（イメージ）

教師 ＋ 児童生徒

教師支援型 教科・科目充実型合同授業型

教師 ＋ 児童生徒 当該学校の教師（当該教科の免
許状の有無は問わない）＋ 生徒

教師 ＋ 児童生徒

ALTや専門家等 当該教科の免許状を保有する教師

※ 高等学校
段階のみ

児童生徒が多様な意見や考えに
触れたり、協働して学習に取り組
んだりする機会の充実を図る。

児童生徒の学習活動の質を高める
とともに、教員の資質向上を図る。

生徒の多様な科目選択を可能
とすることなどにより、学習機会の
充実を図る。

同時双方向

（別紙）
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「遠隔教育の推進に向けた施策方針」の概要

教育の質の向上の観点から遠隔教育を推進するためには、遠隔教育が効果的な学習場面や、遠隔システムを活用す
る際の課題・留意点等について検討を行い、取組の改善・充実を図っていくことが必要。
※ 「規制改革実施計画」（平成29年６月９日閣議決定）においても、「遠隔教育は現行制度においても実施可能であるが、教育の

質の一層の向上の観点から、その本格的推進について、幅広い視点から施策方針の取りまとめを行い、学校関係者等への周知

その他必要な方策を講ずる」（平成30年度上期結論・措置）とされている。

このため、丹羽文部科学副大臣を主査とする「遠隔教育の推進に向けたタスクフォース」を、平成30年６月に設置し、
学校における遠隔教育の推進に向けた具体的方策について検討を行い、本施策方針を取りまとめた。

１．検討の趣旨・背景

２．基本的な考え方と現状・課題 ※ 本方針における「遠隔教育」は「遠隔システムを活用した同時双方向型で行う教育」をいう

遠隔システムの活用により、学校同士をつな
いだ合同授業を実施したり、外部人材の活
用や幅広い科目開設など、学習の幅を広げ
ることが可能。
また、様々な事情により、通学して教育を受
けることが困難な児童生徒にとって、遠隔教
育は、学習機会の確保を図る観点から重要
な役割を果たす。
ただし、教師と児童生徒、児童生徒同士の
日常的な信頼関係・人間関係が教育の基
盤であり、遠隔教育が効果を発揮する前提と
して、その基盤が成立していることが不可欠。

① 教育関係者の理解が十分ではなく、一人一人の児童生徒の
状況等に応じた学習機会を提供する観点から、遠隔教育を
効果的に活用する余地がある。

② 配信側において日常的な児童生徒理解に基づいた指導が十
分でないこともあり、適時・適切な指導や声かけ、的確な学習
評価に限界がある。受信側においてケガ等のリスクがあり、安全
に授業を行う上での十分な配慮と対応が必要（実験、調理実
習等）。実践の蓄積が少ないため、効果的に行う指導方法等
が明確とは言えない。

③ 機器等のトラブルにより、授業の進行に支障が生じるリスク。
④ 遠隔システム等の整備に大きな費用が生じ、財政的な負担が

生じる。

【推進に当たっての基本的な考え方】 【現状と課題】
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学習
場面 合同授業型 教師支援型 教科・科目充実型

（高等学校段階のみ） 個々の児童生徒への対応

目的 多様な意見や考えに
触れ、協働して学習
に取り組む機会の充
実

専門性の高い外部講師等
の活用による指導の充実
興味・関心を喚起する学
習環境の実現

高等学校において生徒に
多様な選択を可能とする
学習環境の提供

様々な事情により、通学が困難
な児童生徒の学習機会の確保

活用例 小規模校同をICTで
つないだ合同授業

ＡＬＴや専門家の活用
博物館や美術館等と連携
した学習
専門性の高い教師による
免許外教科担任への支援

先進的な授業の実施
（論述に関する学校設定科
目等）
小規模校等での多様な
科目（理科・地歴等）の開
設

不登校児童生徒に対する自宅
等での遠隔教育
病気療養児（※２）に対する
自宅・病院等での遠隔教育

送信側
免許

当該教科の免許状
を保有する教師
（※１）

免許状を保有しない外部
講師や免許状を保有する
ベテラン教師

当該教科の免許状を保
有する教師

当該教科の免許状を保有する
教師

受信側
免許

当該教科の免許状を保有
する教師（※１）

当該校の教師であれば、
免許状の教科は問わない

不登校児童生徒については、
教師の有無は問わない（学習
者のみでも可）

■病気療養児の場合（※３）
学習
評価

各校の教師が実施 受信側の教師が実施 両校の教師が合同で実
施（単位認定が可能）

不登校児童生徒について、「出
席扱い」とし、評価に反映。
小・中学校段階の病気療養児
に対する遠隔教育については、
受信側に当該校の当該教科の
免許状を保有する教師がいな
い場合、現状では「出席」とはな
らず、評価の対象外。

遠隔教育の効果を期待しやすい学習場面や目的・活動例等を類型化

３．課題を踏まえた推進方策
課題①：一人一人の状況等に応じた学習機会を提供する観点からの遠隔教育の効果的な活用が不十分

※１ 免許外教科担任を含む
※２ 疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間学校を欠席すると認められる児童生徒
※３ 【小・中学校段階】 当該教科の免許状を保有する教師

【高等学校段階】 文部科学大臣の指定を受けた高等学校では教師の有無は問わない。特別支援学校
高等部の訪問教育では当該校の教師であれば免許状の教科は問わない（オンデマンド型の場合は教
員の有無は問わない）。また、教科・科目充実型の仕組みを活用することも可能 ２
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